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【発行日】平成20年6月19日(2008.6.19)
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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/28     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/12     (2006.01)
   Ｈ０４Ｂ   7/26     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/00    ３５３Ｖ
   Ｂ４１Ｊ  29/00    　　　Ｅ
   Ｈ０４Ｌ  12/28    ３００Ｚ
   Ｇ０６Ｆ   3/12    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｂ   7/26    　　　Ｒ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月23日(2008.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおいて、
　各通信端末は、
　通信パラメータの設定に関する機器能力属性と、通信パラメータを他の端末に提供でき
る状態にあるか否かを示す提供属性情報とを記憶する記憶手段と、
　前記機器能力属性に少なくとも前記通信パラメータの提供能力が設定されている通信端
末を提供機器として選択する手段と、
　前記機器能力属性に前記通信パラメータの提供能力が設定されている通信端末が複数あ
る場合、前記機器能力属性に前記通信パラメータ提供能力のみが設定されている通信端末
を優先的に提供機器として選択する手段と、
　各通信端末の前記機器能力属性が等しい場合は、前記通信パラメータを提供できる状態
であることを示す前記提供属性情報を記憶している通信端末を提供機器として選択する手
段と、
を有することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記記憶手段は、更に、前記各通信端末に特有の前記通信パラメータの設定識別子を記
憶していることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　更に、各通信端末の前記機器能力属性が等しい場合は、前記通信パラメータの設定識別
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子同士の比較に基づいて、前記通信パラメータを提供する提供機器となる通信端末を選択
する手段を有することを特徴とする請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記各通信端末は、
　前記通信パラメータの設定識別子を入力して設定するための設定手段を更に具備するこ
とを特徴とする請求項２又は３に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記機器能力属性が、前記通信パラメータを提供、或は受理するだけかを示す機器限定
事項を含む場合、各通信端末へ前記機器限定事項で規定された以外の能力の割り当てを禁
止する手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信シ
ステム。
【請求項６】
　通信パラメータの設定に関する機器能力属性と、通信パラメータを他の端末に提供でき
る状態にあるか否かを示す提供属性情報とを記憶する記憶手段と、
　相手機器の前記機器能力属性及び前記提供属性情報を識別する識別手段と、
　前記機器能力属性に基づいて前記相手機器が通信パラメータの受理機器としての能力を
有していると判断した場合、前記提供属性情報に従って自装置を前記通信パラメータを提
供する提供機器に設定する第１設定手段と、
　前記機器能力属性に基づいて前記相手機器が通信パラメータの受理機器としての能力を
有していないと判断した場合、前記相手機器を前記提供機器として設定する第２設定手段
と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、更に、前記各通信端末に特有の前記通信パラメータの設定識別子を記
憶していることを特徴とする請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　更に、前記相手機器の前記機器能力属性が自装置の機器能力属性と等しい場合は、前記
通信パラメータの設定識別子同士の比較に基づいて前記提供機器を決定する手段を有する
ことを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記通信パラメータの設定識別子を入力して設定するための設定手段を更に具備するこ
とを特徴とする請求項７又は８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記機器能力属性が、前記通信パラメータを提供、或は受理するだけかを示す機器限定
事項を含む場合、前記機器限定事項で規定された以外の能力の割り当てを禁止する手段を
更に有することを特徴とする請求項６乃至９のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記通信装置は、ネットワークの管理主体である特定の基地局を介さずに通信装置同士
で直接通信を行うことを特徴とする請求項６記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記相手機器に対して、前記機器能力属性及び前記提供属性情報を通知する通知手段を
更に有し、
　前記提供機器または受理機器の設定は前記相手機器においても行われることを特徴とす
る請求項６記載の通信装置。
【請求項１３】
　通信パラメータの設定に関する機器能力属性と、通信パラメータを他の端末に提供でき
る状態にあるか否かを示す提供属性情報とをメモリに記憶する記憶工程と、
　前記機器能力属性に少なくとも前記通信パラメータの提供能力が設定されている通信端
末を提供機器として選択する工程と、
　前記機器能力属性に前記通信パラメータの提供能力が設定されている通信端末が複数あ
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る場合、前記機器能力属性に前記通信パラメータ提供能力のみが設定されている通信端末
を優先的に提供機器として選択する工程と、
　複数の通信端末の前記機器能力属性が等しい場合は、前記通信パラメータを提供できる
状態であることを示す前記提供属性情報を記憶している通信端末を提供機器として選択す
る工程と、
を有することを特徴とする通信パラメータ設定方法。
【請求項１４】
　前記メモリは更に、前記各通信端末に特有の前記通信パラメータの設定識別子を記憶し
ていることを特徴とする請求項１３に記載の通信パラメータ設定方法。
【請求項１５】
　更に、複数の通信端末の前記機器能力属性が等しい場合は、前記通信パラメータの設定
識別子同士の比較に基づいて、前記通信パラメータを提供する提供機器となる通信端末を
選択する工程を有することを特徴とする請求項１４に記載の通信パラメータ設定方法。
【請求項１６】
　前記通信パラメータの設定識別子を入力して設定するための設定工程を更に具備するこ
とを特徴とする請求項１４又は１５に記載の通信パラメータ設定方法。
【請求項１７】
　前記機器能力属性が、前記通信パラメータを提供、或は受理するだけかを示す機器限定
事項を含む場合、各通信端末へ前記機器限定事項で規定された以外の能力の割り当てを禁
止する工程を更に有することを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか１項に記載の通
信パラメータ設定方法。
【請求項１８】
　請求項１３乃至１７のいずれか１項に記載の通信パラメータ設定方法を実行するための
制御手段を有することを特徴とする通信装置。
【請求項１９】
　請求項１３乃至１７のいずれか１項に記載の通信パラメータ設定方法をコンピュータに
実行させるためのプログラム。
【請求項２０】
　通信装置が、通信パラメータの提供装置または通信パラメータの受理装置を決定する方
法であって、
　通信パラメータの設定に関する、通信相手である第１の通信装置の能力属性を判別する
判別工程と、
　前記通信装置が有する能力属性及びパラメータ設定識別子と、前記判別工程において判
別した第１の通信装置が有する能力属性と、前記第１の通信装置が有するパラメータ設定
識別子とに基づいて、当該通信装置が通信パラメータの提供装置または通信パラメータの
受理装置になるかを決定する決定工程と、
を有することを特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記判別工程では、前記能力属性として、通信パラメータの受理能力の有無、及び、通
信パラメータを提供できる状態か否かを判別することを特徴とする請求項２０に記載の方
法。
【請求項２２】
　前記判別工程では、前記第１の通信装置の前記受理能力の有無では前記提供装置又は前
記受理装置を決定できない場合に、前記第１の通信装置が、通信パラメータを提供できる
状態か否かを判別することを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記決定工程では、前記判別工程において判別した前記第１の通信装置が有する前記能
力属性では、前記提供装置又は前記受理装置を決定できない場合に、前記第１の通信装置
のパラメータ設定識別子と前記通信装置の通信パラメータ識別子とに基づいて、前記通信
装置自身が前記提供装置となるか、前記受理装置となるかを決定することを特徴とする請
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求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記決定工程は、前記第１の通信装置の通信パラメータ識別子と前記通信装置の通信パ
ラメータ識別子の大小に基づいて、前記通信装置自身が前記提供装置となるか、前記受理
装置となるかを決定することを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記決定工程において前記通信装置自身を前記提供装置と決定した場合に、前記受理装
置に通信パラメータを提供することを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記決定工程において前記通信装置自身を前記提供装置と決定した場合に、前記受理装
置に提供する通信パラメータを生成する生成工程を更に有することを特徴とする請求項２
０に記載の方法。
【請求項２７】
　請求項２０乃至２６のいずれか１項に記載の方法を実行するための制御手段を有するこ
とを特徴とする通信装置。
【請求項２８】
　請求項２０乃至２６のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
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